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１．はじめに
　商品パッケージデザインは、消費者の興味を引く
という役割だけでなく、企業の理念を表現するブラ
ンドイメージを形成するという重要な役割を担うも
のである。新しいコンセプトの商品や市場占有率の
高い商品等については、後発業者によって類似する
パッケージデザインを使用されるケースがあり、こ

のようなパッケージデザインのすり寄り行為は、売
上減少だけではくブランドイメージの毀損にもつな
がるものであり十分な対策を講じることが必要であ
る。またパッケージデザインのすり寄りの問題は、
日本だけでなく、他国でも同様であることから、本
稿では、日本、中国、台湾の３カ国について、パッ
ケージデザインのすり寄りの対抗手段について検討
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する。

２．日本
　日本においては、パッケージデザインのすり寄り
に対抗する法的根拠としては、①不正競争防止法第
２条１項１号（周知表示混同惹起行為）又は２号（著
名表示冒用行為）、同３号（商品形態模倣行為）、②
商標権、③意匠権、④著作権が考えられる。
（１）不正競争防止法

不正競争防止法による保護は、同法第２条１項
１号の周知表示混同惹起行為が中心となることか
ら、以下、同規定について説明する。
①　商品等表示

商品パッケージデザインについて不正競争
防止法２条１項１号による保護を受けるために
は、パッケージデザインが同号でいう「商品等
表示」に当たることが必要である。この点、裁
判例では、「商品の包装は本来商品の出所を表
示する目的を有するものではないから、商品の
包装が同号にいう商品等表示であるといえるた
めには、商品の包装が外観上他の同種商品とは
異なる顕著な特徴を有しており、かつ、その包
装が特定の事業者によって長期間独占的に使用

され、又は短期間であっても強力な宣伝広告を
伴って使用されることなどにより、需要者にお
いてその形態を有する商品が特定の事業者の出
所を表示するものとして需要者の間に広く認識
されるようになっていることを要する」とされ
ている。

正露丸事件①１においては、「正露丸」等の名
称で本件医薬品の製造販売を行っている業者は
複数存在し、共通する特徴を有する包装箱が用
いられているとして、「ラッパの図柄」を度外視
した包装態様のみでは、商品の出所表示機能を
有するものと認定することはできないとされた。

また以下の裁判例②２では、原告の商品表示
は、全体としてみて各表示それ自体は顕著な特
徴を有するものではなく、周知性もないとして、
不正競争防止法２条１項１号の商品等表示性及
び周知性を有さないと判断された。
②類似性

商品等表示の類似性に関しては、取引の実情
の下において、需要者又は取引者が、両者の外
観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等
から両者を全体的に類似のものと受け取るおそ
れがあるか否かを基準とし、需要者又は取引者

①　　　　　　原告表示 被告表示

②　　　　　　原告表示 被告表示
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が、時と所を異にして両者を観察した場合にど
のように認識するかという観察方法（離隔的観
察）によって、判断される。

黒烏龍茶事件③３では「商品表示における類
似性を判断するに当たっては、それらの表示に
含まれる各部分を総合考慮し、共通点から生じ
る印象の強さと相違点から生じる印象の強さを
比較衡量して、需要者又は取引者において両表
示が類似するものと受け取られるおそれがある
か否かを検討すべきであり、前提において特定
の部分を除外して判断すべきものではない」と
いう判断手法を示している。

具体的には、原告と被告の商品等表示の共通
点と相違点を特定し、表示全体の背景色、文字
の種類・字体・色、模様、及びこれらの構成要
素の配置及び配色等からして、共通点から受け
る印象が、相違点から受ける印象よりも、需要
者又は取引者の記憶に強く残るか否かによって
判断される。

黒烏龍茶事件では、被告商品表示Aは、識別
力がない「黒烏龍茶」の文字部分の字体、色及
び配置文字、及び称呼及び観念の共通性をも考
慮し、原告表示との類似性を認めた。一方、被
告商品表示Bについては、非類似の表示である
と判断された。

東京べったら漬け事件④４では、会社名、右
下に表示された絵図等における差異はあるが、
構図や色彩の構成における共通点から、原告商
品等表示と被告商品等表示の類似性が認められ
た。

粉末ﾐルクティー缶容器事件⑤５では、ミル
クティーを満たしたティーカップを配置した図
柄について、「いろいろなデザインを採用する
ことが可能であるにもかかわらず、被告容器に
描かれたティーカップは、正面下部の中央に位
置し、その上方は角形飾り枠の下側の長辺中央
部の上に重なってこれを隠しており、下方は
ティーカップの底部及び皿が一部切れていると

③　　　　　　 原告表示 被告表示

被告商品表示Ａ

被告標品表示Ｂ
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